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「美食王国もりおか」ロゴマーク取扱要項 

 

平成31年２月14日 

農 林 部 長 決 裁 

 

（趣旨） 

第１ この要項は，「美食王国もりおか」ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）の

使用に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（規格） 

第２ ロゴマークのデザイン及び使用ガイドラインは，「『美食王国もりおか』ロゴマー

クの使い方」に記載のとおりとする。 

 

（使用できる場合） 

第３ ロゴマークの使用の目的，内容等が，本市の「食と農」の魅力発信，イメージアッ

プ等に寄与するものであって，次の各号のいずれかに該当する場合，農政課長は，ロゴ

マークの使用を承認するものとする。 

(1) もりおかの食と農バリューアップ推進事業に関するものであること 

(2) 農商工連携，産官学金連携等の異業種交流の促進に理解を示し，「美食王国もり

おか」ウェブサイトに掲載されている生産者又は事業者が行う業務に関するもので

あること 

(3) 「美食王国もりおかファンクラブ」の会員が，私的利用の範囲において，本市の

「食と農」をＰＲするものであること 

 

（使用制限） 

第４ 次に掲げる事項に該当する場合は，ロゴマークの使用を認めない。 

(1) 特定の政治，思想，宗教及び募金活動の目的に利用される恐れがある場合 

(2) 法令及び公序良俗に反する恐れがある場合 

(3) 盛岡市の信用及び品位を害すると認められる場合 

(4) 使用者が自己のシンボルマーク，商標，意匠等に相当するものとして独占的に使

用する恐れがある場合 

(5) 「『美食王国もりおか』ロゴマークの使い方」に定められていない規格での使用

が認められる場合 

(6) もりおかの食と農バリューアップ推進事業の取組に支障が生じるような使用が認

められる場合 

(7) 前各号に掲げるもののほか，ロゴマークの使用が不適当と認められる場合 

 

（使用申請） 

第５ ロゴマークの使用を希望する者は，ロゴマーク使用申請書を農政課長に提出するこ

と。 

ただし，次に該当する場合に限り申請書の提出を略することができる。 

(1) 新聞，テレビ，出版社等の報道機関が報道目的に使用する場合 
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(2) 個人が私的利用の範囲において，本市の「食と農」をＰＲする目的で使用する場

合 

(3) 前２号に掲げるもののほか，農政課長が申請を要しないと認める場合 

 

（使用承認） 

第６ 農政課長は，ロゴマーク使用申請書を受理したときは，その内容を審査し，使用の

可否を決定し，その結果を文書により当該申請書を提出した者に対し通知するものとす

る。 

２ 農政課長は，ロゴマークの適正な管理のために必要があると認めるときは，前項の規

定による承認に条件を付することができる。 

 

（見本等の提出） 

第７ ロゴマークを使用した商品等に係る見本等を次の各号に定めるとおり提出すること。 

(1) ロゴマークを使用した者は，使用申請の有無にかかわらず，ロゴマークを使用し

た物品の見本等，使用の状況が確認できるものを提出すること。 

(2) 提出されたロゴマークの見本は返却しない。 

なお，提出された見本等は，盛岡市の「食と農」のＰＲのため，「美食王国もり

おか」ウェブサイト及び盛岡市公式ホームページや広報物に掲載する場合がある。 

 

（承認の取り消し） 

第８ 第４及び第５の使用事項に違反が認められた場合，農政課長は，使用承認を取り消

すことができる。使用承認の取り消し後，使用者は，直ちに使用を中止し，使用物の回

収・撤去等を行うこと。また，使用承認の取り消しによって使用者が損失を受けること

があっても，市はその補償の責めを負わない。 

 

（使用者の責務） 

第９ ロゴマークが表示されたものに関する事故，苦情が発生した場合，一切の責任は使

用者に帰するものとし，使用者は誠意をもって必要な措置を講じなければならない。 

 

（その他） 

第10 この要領に定めるもののほか，ロゴマークの使用に関し必要な事項は，農林部長

が別に定める。 


